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と
き
▼
３
月　

日�
〜　

日�
（
土
・
日

１３

２７

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時　

分
１５

と
こ
ろ
▼
下
水
道
管
理
課（
西
庁
舎
２
階
）
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新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に�

な
る
区
域
の
縦
覧
を
行
い
ま
す�

一
日
も
早
く
下
水
道
に
接
続
を�
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受
益
者
負
担
金
の
支
払
い
は�

３
月
末
ま
で
に�
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下水道が使える�
ようになる区域�

料金・負担金については�
　　下水道管理課�
下水道整備については�
　　下水道建設課�

問い合わせ�
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